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国
庫
補
助
金
等
に
よ
り
設
置
造
成
さ
れ
る
基
金
の
年
度
ご
と
の
予
算
措
置
額
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
は
約
十
一
・
五
兆

円
、
令
和
三
年
度
は
約
五
・
七
兆
円
、
令
和
四
年
度
は
約
十
・
六
兆
円
、
令
和
五
年
度
は
当
初
予
算
で
約
一
兆
円
と
、
そ
れ
以

前
と
比
較
し
て
突
出
し
て
増
加
し
て
い
る
。 

 

基
金
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
的
な
視
点
の
下
で
柔
軟
な
執
行
が
可
能
と
な
る
利
点
が
あ
る
と
の
意
見
が
あ
る
一
方
で
、
法
人

等
に
一
度
支
出
さ
れ
て
し
ま
う
と
そ
の
執
行
状
況
が
見
え
に
く
く
な
る
な
ど
の
問
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
信
頼
を
損
ね

る
こ
と
が
な
い
よ
う
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
執
行
が
低
調
な
基
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
義
や
有

効
性
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
基
金
の
廃
止
や
余
剰
金
の
国
庫
返
納
も
含
め
、
不
断
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
令
和
二
年
度
予
算
か
ら
令
和
五
年
度
予
算
ま
で
に
措
置
さ
れ
た
基
金
に
つ
い
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

令
和
二
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
に
お
け
る
基
金
へ
の
予
算
措
置
額
に
つ
い
て
、
当
初
予
算
及
び
各
補
正
予
算
別
に
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
岸
田
内
閣
総
理
大
臣
は
、
泉
健
太
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、

「
令
和
五
年
度
に
お
い
て
は
、
基
金
か
ら
三
千
百
五
億
円
の
国
庫
返
納
を
見
込
ん
で
い
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
一
方
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で
、
行
政
改
革
推
進
本
部
事
務
局
「
基
金
の
国
庫
返
納
状
況
に
つ
い
て
」
（
令
和
五
年
一
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
、
令
和

五
年
度
の
国
庫
返
納
予
定
額
は
二
千
五
百
三
十
一
億
円
と
さ
れ
て
お
り
、
返
納
予
定
額
が
約
六
百
億
円
増
加
し
て
い
る
。
岸

田
内
閣
総
理
大
臣
の
答
弁
に
あ
る
三
千
百
五
億
円
の
国
庫
返
納
予
定
額
に
つ
い
て
、
所
管
省
庁
、
基
金
・
基
金
事
業
ご
と
の

令
和
五
年
度
に
お
け
る
国
庫
返
納
予
定
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
増
加
し
た
約
六
百
億
円
に
つ
い
て
、
ど
の
所
管

省
庁
、
基
金
・
基
金
事
業
で
ど
れ
だ
け
国
庫
返
納
額
が
増
え
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

三 

令
和
二
年
度
予
算
（
当
初
予
算
、
各
補
正
予
算
）
、
令
和
三
年
度
予
算
（
当
初
予
算
、
補
正
予
算
）
及
び
令
和
五
年
度
補

正
予
算
に
お
い
て
措
置
さ
れ
た
新
規
に
設
置
す
る
基
金
及
び
既
に
設
置
し
て
い
る
基
金
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
予
算
ご
と

に
、
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
分
け
て
、
所
管
省
庁
、
基
金
の
名
称
、
基
金
へ
の
予
算
措
置
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

近
年
、
補
正
予
算
に
お
い
て
巨
額
の
基
金
が
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
基
金
へ
の
予
算
措
置
に
つ
い
て
は
未
だ
透
明
性

に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
基
金
の
妥
当
性
等
に
つ
い
て
審
議
す
る
に
当
た
っ
て
基
金
へ
の
予
算
措
置
の
内
訳
は
必
須
で
あ

り
、
財
政
民
主
主
義
や
国
民
へ
の
情
報
提
供
の
観
点
か
ら
、
予
算
提
出
時
に
基
金
へ
の
予
算
措
置
の
詳
細
を
公
表
す
べ
き
で

は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 



 

３ 

 

 
右
質
問
す
る
。 


